
市町村事業計画様式

0.基本デ－11

[!!ill 高知県 市町村名 高知市 自治体コード 392014 ｜平成 28 年度｜

1.今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位千円）

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 28年度
補27正年予度算 基金 対象経費

本予算 ｛交付金相当分）

設①消・拡費充生）活相談機能整備・強化事業（新設・増

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等レヘコレアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レヘコレアップ事業（研修参加支 相談員及び費行・負政担職金員【のレベノレアップのための研 457 457 旅費422千円，負担金35千円
援） 修参加旅費 交付金1

③消費生活相談体制整備事業 相談員l名追加配備［交付金1 2,292 1,146 報酬し980千円×1/2，社会保険料312千円×1/2

⑨関地す域る事社業会（における消費者問安題全解を確決保カの強化に
消費者の安心・ するため 啓発資料の配布I交付金1 2,131 2,131 

需用費1,024千円（い1き0い7千き高円知（い発き行い，くらしの豆知識
購入），人的委託料1, 唱高知配布手

の取組） 数料）

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に
教での員消の費研者修教参加育をを推支援進・啓発資料を配布し学u校 旅費100千円，負担金6千円，需用費524千円（小学生

関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化 I交付金］ 630 630 向けノミンフレット）
を図るための事業）

⑪関地す域る事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）力の強化に

⑫関地す域る事社業会（に先お駆け的る事消業費）者問題解決力の強化に ／／／  ／／  

⑬関地する域事社業会（に先お進け性る・消費者問題解決力の強化に
モデノレ性の高い事業）

＠定受消託費者事務安全法第46条第2項の規定に基づく法

合計 5,510 2,761 1,603 



2.推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 （既存）

設・拡充） （強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

活用） （強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

委④員消会費）生活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等レヘ》7ップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レイル7ップ事業（研修参加支 （既存） 相談員1人につき，年に1回，国民生活センターの専門講座に派遣する。

援） （強化） 国民生活センター等の研修への派遣回数を，相談員1人当り年に1固から2回へ拡大する。また行政職員を適宜研修に派遣する。

③消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員54¥体制でPIO NET入力は業者委託。相談対応は月～金曜日の各日時間

（強化） 相談員6名体制でPIO-NET入力は相談員が担当。相談対応は月～金曜日の各7.5時間及び土曜日の6時間

⑨関地す域る事社業会（に消お費け者るの消安費心者・問安題全解を確決保カすの強化に （既存） なし
るため

の取組） （強化） 市民向け広報紙の配布，民生委員向け啓発資料の配布により，消費者の安全・安心が守られる社会環境を整える。

⑬を関図地する域るた事社め業会の（に地事お域業けの）る多消様費な者主問体題等解と決のカ連の携強の化強に化
（既存） なし

（強化） 小学生にパン7レットを配布し，また教員の消費者教育関連研修への参加を支援し，学校での消費者教育を推進する。

⑪関地する域事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）力の強化に
（既存）

する事業 （強化）

⑫関地する域事社業会（に先お駆け的る事消業費）者問題解決カの強化に
（既存）

（強化）

⑬地域社会における消モ費デ者ル問性題の解高決い事力の業強）化に
（既存）

関する事業（先進性・ （強化）

⑬定受消託費者事安務全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存）

（強化）



3 消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

参加者数 人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

4.消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

｛動務時対間象、人日数員等数の拡大） 追加的総業務量（総時間）

l人 1.248人時間／年

対象人員上数げ）
（報酬引

人

対象人員数計 追加的総費用

l人 2.292千円

5.消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 13.438 千円

前年度の消費者行政予算 19.044千円

うち交付金等対象経費 5,395 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,127 千円

うち交付金等対量の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 13,649 千円

今年度の消費者行政予算 17,863 千円

うち交付金等対象経費 4,364 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,146 千円

うち交付金等対量の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対量外経費 13,499 千円 20年度差 ｜ 61 千円｜ 前年度差 ！ -150 千円｜



6 消費生活相談員の配置について . 
消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 6 人 今年度末予定 相談員総数 6 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 6 人 今年度末予定 相談員数 6 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

8.地方消費者行政推進事業実施要領別添2第2及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添2第2に係る特例

前年度における首長表明の有無 ｜ 有

前年度における雇止めの有無 ｜ 無



市町村事業計画様式

0 基本デ－11

亡霊E 高知県 ［ 市町村名 室戸市 I 自治体コード 392022 ｜平成 28 年度｜

1.今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位・千円）

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 28年度 補27正年予度算 基金
対象経費

本予算

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

＠消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

＠消費生活相談員等レへ》アップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レヘ．ル7ップ事業（研修参加支 消費生活相談員等の研修参加を支援（日当、旅
183 182 日当・旅費(183千円）

援） 費）し、レベルアップを図る。［交付金1

③消費生活相談体制整備事業

＠地域社会における消費者問題解決カの強化に
消費る。者I被交付害金を未l然に防ぐため、啓発活動を強化の関取す組る事）業（消費者の安心・安全を確保するため する。 I 199 198 啓発ベン作成費（199千円）

⑩を関図地する域るた事社め業会の（に地事お域業けの）る多消様費な者主問体題等解と決の力連の携強の化強に化

⑪地域社会における消費者問題解決カの強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑫関地する域事社業会（に先お駆け的る事消業費）者問題解決力の強化に ／／  ／／  

⑬関地する域事社業会（に先お進け性る・消費者問題解決力の強化に
モデノレ性の高い事業）

⑬定受消託費者事安務全法第46条第2項の規定に基づく法

合計 382 198 182 
ノ



2 推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 （既存）

設・拡充） （強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

活用） （強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

＠消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）

委員会） （強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等レピル.Y,7＇事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レベル7ップ事業（研修参加支 （既存） なし

援） （強化） 消費生活相談員等の研修参加を支援（日当、旅費）し、レベルアップを図る。

③消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑤地域社会における消費者問安題全解を確決保力すの強るた化めに
関する事業（消費者の安心・

（既存） なし

の取組） （強化） 消費者被害を防ぐため、啓発ベンを作成し、市内各所へ配布する。

⑩地域社会における消費者問題解決カの強化に （既存）

関を図するるた事め業の（地事域業の）多様な主体等との連携の強化
（強化）

⑪関地す域る事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）力の強化に
（既存）

（強化）

⑫関地す域る事社業会（に先お駆け的る事消業費）者問題解決力の強化に
（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決カの強化に （既存）

関する事業（先進性・モデノレ性の高い事業） （強化）

＠定受消託費事者務安全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存）

（強化）



3.消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

参加者数 人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年同研修総日数 人目 年間実地研修受入総日 人日

4.消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

（勤務時対間象、人日数員等数の拡大）
＼ 追加的総業務量（総時間）

人 人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

5 消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 172 千円

前年度の消費者行政予箪 557 千円

うち交付金等対象経費 488 千円

うち交付金等対車の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円 ， 

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 69 千円

今年度の消費者行政予算 424 千円

うち交付金等対車経費 380 千円

うち交付金等対象の貰料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 44 千円 2昨度差 ｜ -128 千円｜ 前年度差 ｜ -25 千円｜



6.消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1 人 今年度末予定 相談員総数 1 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 1 人 今年度末予定 棺談員数 1 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 ． 
③就労環境の向上

＠その他

8.地方消費者行政推進事業実施要領別添2第Z及び地方消費者行政活性化基金管理運嘗要領別添2第21こ係る特例

有

無



市町村事業計画様式

0.基本デ－；

C!!ill 高知県 K 市町村名 安芸市 K 自治体コード 392031 ｜平成 28 年度｜

1.今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位・千円）

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） ， 事業概要 事業経費
2本8年予度算 27年度 基金 対象経費

補正予算 （空付金相当分｝

設①消・拡費充生）活相談機能整備・強化事業（新設・増

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費会）生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等レヘコレアップ事業（研修開催）

⑦援）消費生活相談員等レへ》アップ事業（研修参加支 消費生活相談員の研修参加I交付金］ 100 100 研修審加支援(100)

③消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の雇用［交付金］ 1,854 927 相談員：名，60の！）雇社用会賃保金障（費4月（2～，；）月合の計1の0ヵ1月／2間＝ 2ヵ月は休み）（ 927,000 

＠地峨社会における消費者問安題全解を確法保力すのる強た化めに
の関取す組る事）業（消費者の安心・ 消費者問題落語講座【交付金1 508 508 置上消委費費者託（2費問I）題、（5消3講）耗座）品の費開（催12経0）費、印｛講刷師製謝本金費Cz~~l）、、会舞場台借設

⑩関地する域事社業会（に地お域けのる多消様費な者主問体題等解と決の力連の携強の化強に化

を図るための事業）

⑪関地する域事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）カの強化に

⑫関地する域事社業会（に先お駆け的る事消業費）者問題解決力の強化に ／／  ／／  

⑬関す地る域事社業会（に先お進け性る・消モ費デ者ノレ問性題の解高決い事力業の強）化に

⑮定受消託費者事安務全法第46条第2項の規定に基づく法

合計 2,462 508 1,027 



Z 推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・噌 （既存）

設・拡充） （強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

活用） （強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

＠消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）

委員会） （強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等レピルアップ事業（研修開催）
（既存） なし

（強化） 高齢者、障害者、学生を対象とした各研修会を開催し未然防止と、拡大防止を図る。

⑦援）消費生活相談員等レイルアップ事業（研修参加支 （既存） なし

（強化） 研修参加支援

③消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 引き続き相談員を雇用し、消費者トラブノレ対応の強化を継続する。

⑨関地す域る事社業会（に消お費け者るの消安費心者・問安題全解を確決保力すの強るた化めに （既存） 県から送付された啓発資料等を配布する。

の取組） （強化） 消費者にわかりやすい講演の開催及び啓発チラシを作成し、消費者トラプルの未然防止と拡大防止を図る。

⑪関す地減る事社業会（に地お域けのる多消様費な者主問体題等解と決の力連の携強の化強に化 （既存）

を図るための事業） （強化）

⑪関地す域る事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）力の強化に
（既存）

（強化）

⑫関地す域る事社業会（に先お駆け的る事消業費）者問題解決力の強化に
（既存）

（強化）

⑬関地す域る事社業会（に先お進け性る・消モ費デ者ノレ問性題の解高決力の強化に
（既存）

い事業） （強化）

＠消費者安全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存）

定受託事務 （強化）



3.消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

参加者数 2人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年間研修総日数 4人日 年間実地研修受入総日 人日

4.消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

｛勤務時対間象、人日数員等数の拡大） 追加的総業務量（総時間）

1人 1,628人時間／年

対象人員上数げ）
（報酬引

人

対象人員数計 追加的総費用

． 1人 1.854千円

5.消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 2,434 千円

うち交付金等対象経費 2,434 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 J,944 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 一千円

今年度の消費者行政予算 2,462 千円
~ 

うち交付金等対象経費 1,535 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 927 千円

うち交付金等対象の定数内職員四時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 927 千円 2昨度差 ｜ 927 千円｜ 前年度差 ｜ 927 千円｜



6.消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 I 人 今年度末予定 相談員総数 I 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

＠：その他

8.地方消費者行政推進事業実施要領別添2第Z及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添Z第2に係る特例

前年度における首長表明白有無 ｜ 無

前年度における麗止めの有無 ｜ 無

＼ 



市町村事業計画様式

o.基本デ－11

C!!m 高知県 市町村名 南国市 ［ 自治体コード 039042 ｜平成初年度｜

1.今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位干円）

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 28年度 補27正年予度算 基金 対象経費

本予算 （交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④委員消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等レヘコレアァプ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レ叫レアップ事業（研修参加支 相付談金員1のレベルアップのための研修参加旅費［交 440 440 旅費（420千円）、研修受講料（20千円）
援）

③消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置I交付金1 2,291 1,145 報酬（989千円｝、共済費(156千円）

⑨関地す域る事社業会（に消お費け者るの消安費心者・問安題全解を確決保力の強化に
するため 消費者被害防止のための啓発I交付金1 400 400 啓発グッズ作成費（400千円）

の取組）

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地峨の多様な主体等との連携の強化

法律専門家による無料法律相談会の実施［交付
56 56 法律専門家報償（56千円）

を図るための事業） 金］

⑪関地す域る事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）カの強化に

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
／／  ／／  関する事業（先駆的事業）

⑬関地す域る事社業会（に先お進け性る・消モ費デ者ノレ問性題の解高決力の強化に
い事業）

＠定受消託費者事安務全法第46条第2項の規定に基づく法

合計 3,187 456 1,585 



2.推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 （既存）

設・拡充） （強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

活用） （強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）

委員会） （強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活椅談員等レヘ•，；7ッ7＂事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レヘ》了フ7・事業（研修参加支 （既存） なし

援） （強化） 国民生活センターや県が主催する研修に相談員を参加させる。

③消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員を配置し、高度化・複雑化する相談に対応する。

⑨地域る事社業会（における消費者問安題全解を確決保力すの強るた化めに （既存） なし
関する事業消費者の安心・
の取組） （強化） 啓発グッズを作成し、出前講座等で市民に配布する。

⑩関地す域る事社業会（に地お域けのる多消様費な者主問体題等解と決の力連の携強の化強に化 （既存） なし

を図るための事業） （強化） 法律専門家による無料法律相談会を実施する。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に （既存）

関する事業（事業者指導や法執行等） （強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に （既存）

関する事業（先駆的事業） （強化）

⑮地域る事社業会（に先お進け性る・消モ費デ者ノレ問性題の解高決力の強化に
（既存）

関す い事業） （強化）

⑬定受消託費者事安務全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存）

（強化）



3.消費生活相談員養成事業の参加・受入要望｛該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

参加者数 人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年間研修総回数 人日 年間実地研修受入総日 人日

4.消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

（勤曹時対問象、人日数員等数の拡大） 追加的総業務量（総時間）

l人 1,581人時間／年

（対報象酬人員数
引上げ）

1人

対象人員数計 追加的総費用

l人 2,291千円

5.消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 3,154 千円

うち交付金等対量経費 2,024 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,129 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1,130 千円

今年度の消費者行政予揮 3,187 千円

うち交付金等対象経費 2,041 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,145 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤時手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1.146 千円 20年度差 ｜ 山 6 千円｜ 前年度差 ｜ 16 千円｜



6.消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数ノ1 、 1 人 今年度末予定 相談員総数 1 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1 人 今年度末予定 相談員数 1 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

④その他

8.地方消費者行政推進事業実施要領別添Z第2及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添2第2に係る特例

有

前年度における雇止めの有無 ｜ 無



市町村事業計画様式

o.基本デ－11

亡豆E 高知県 市町村名 須崎市 [ 自治体コード 392065 ｜平成初年度｜

1 今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） ｛単位：千円）

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 28年度
補27正年予度算 基金 対象経費

本予算 ［交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
参考図書や必要物品の購入I交付金］ 50 50 図書購入・消耗品費（50)

設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

＠消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等レピルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レピルアップ事業（研修参加支
研修への参加費用等［交付金］ 515 515 旅費（458）、高速・駐車場（32）、畳講料（25)

援）

③消費生活相談体制整備事業 相談員人件費［交付金］ 1,982 991 報酬(i,716）、共済費（267)

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に 消費齢者者啓発チラシを広報にて配布、ミニデイなど
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため 高 の集催ま［~りでの啓発活動、外部講師による研 1,078 1,078 啓発物（1,028）、講師謝金（50)
の取組） 修会の開催交付金1
⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
／／  ／／  関する事業（先駆的事業）

⑬関地する域事社業会（に先お進け性る・消費者問題解決力の強化に
モデル性の高い事業）

＠消費者安全法第46条第2項の規定に基づく法
定受託事務

合計 3,625 1,078 1,556 



Z 推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 （既存） なし

設・拡充） （強化） 執務参考書籍を購入し、相談員の対応力強化を図る

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

活用） （強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

｛強化）

＠委員消費会）生活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等レイル7ップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レイルアップ事業（研修参加支 （既存） なし

援） （強化） 国民生活センター等が主催する研修会に参加し相談対応力の強化を図る

③消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 消費生活相談員1名を継続して配置

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に （既存） 市広報誌へ年2回啓発記事を掲載
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組） （強化） 消費生活啓発を行い、市民の消費生活の知識を強化する

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化

（既存）

を図るための事業） （強化）

⑪関地する域事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）力の強化に
（既存）

（強化）

⑫関す地域る事社業会（に先お駆け的る事消業費）者問題解決力の強化に
（既存）

（強化）

⑬関地す域る事社業会（に先お進け性る・消モ費デ者ル問性題の解高決いカ事業の強）化に
（既存）

（強化）

＠定受消託費者事安務全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存）

（強化）



3消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

参加者数 人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

4 消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

｛勤務時対問象、人日数員等数の拡大） 追加的総業務量（総時間）

1人 1,488人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

1人 1,982千円

5 消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 3,579 千円

うち交付金等対象経費 3,579 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,983 千円

うち交付金等対象の定数内職員四時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 一千円

今年度の消費者行政予算 3,625 千円

うち交付金等対象経費 2,634 千円

うち交ヨ寸金等対象の賃料、人件費等 991 千円

う舌交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対車外経費 991 千円 一20年度差 ｜ 叩千円｜ 前年度差｜ 制千円｜



6 消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 I 人 今年度末予定 相談員総数 l 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 I 人 今年度末予定 相談員数 I 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 。国民生活センタ 等が主催する研修会への参加回数を5回以上に増やし相談対応力の強化
を支援する 一＼

③就労環境の向上

＠その他

8.地方消費者行政推進事業実施要領別添2第2及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添2第2に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

0基本デ－11

亡霊亙 高知県 名村町市
V
M
M
H
A
 

土佐清水市 K 自治体コード 039209 ｜平成 28 年度｜

1.今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位．千円）

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 28年度
補27正年予度算 基金 対象経費

本予算 ｛交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

町．
③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④委員消費会生）活相談機能整備・強化事業（苦情処理

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等レイルアフプ事業（研修開催） 消費生活相談への対応能力のため、消費I交生付活金相］ 48 48 旅聖（48千円）談員が研修に参加する支援を実施するI
⑦消費生活相談員等レイルアップ事業（研修参加支
援）

③消費生活相談体制整備事業

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に ラ高口シ電齢の者話ケ番をー対号ス豪等及EをびEプ歯王リブン子ラトし刃シ、本市7体頑健に康数消診計費断反者・び歯相；科函談検窓ヲ診 デジタル歩数計（729千円）
2,076 2,076 啓発用歯ブラシ（735千円）関する事業（消費者の安心・安全を確保するため

事業来場者に配布。また、消費者相談窓口等を 啓発用マグネットステッカー（612千円）の取組）
印字したマグネットステッカーを作成し健康保険証
等発送時に添付し配布する。［交付金］

⑩関地する域事社業会（における消費者問題解決力の強化に
地域の多様な主体等との連携の強化

を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

／／  
⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業｛先進性・モデル性の高い事業）

＠消費者安全法第46条第2項の規定に基づく法
定受託事務

合計 2,124 2,076 48 



2 推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 （既存）

設・拡充） （強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

活用） （強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④委員消会費）生活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）

委 （強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） 相談窓口に従事する行政職員2名の消費者行政基礎研修等への出張

（強化） 相談窓口に従事する行政職員の県内で開催される研修会への参加を支援する。予定では日帰り研修9回（2名）、1泊2日研修I回（1名）の研修会参加。

⑥消費生活相談員等レヘコレ71プ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レヘコレアップ事業（研修参加支 （既存）

援） （強化）

③消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

＠関の取地す組域る事）社業会（における消費者問題解決力の強化に
（既存） 年l園、消費者相談窓口紹介を市の広報紙に掲載する。

消費者の安心・安全を確保するため
近ケグネー年ッス多ト及発スびテし歯てッカいブーるラシをf振本作り体成込にしめ健消詐康費欺保者」を険相始証談め等窓と発口す送電る時話「特に番殊訴号詐付等欺しを配』プは布リ高ンす齢トるし者。、が主な被害者層であり、その高齢者を対象として、デジタノレ歩数計及び、歯ブラシの（強化） 市健康診断・歯科検診事業来場者に配布。また、消費者相談窓口等を印字したマ

し配布する。

⑩を関図地するる域た事社め業会の（に地事お域業けの）る多消様費な者主問体題等解と決のカ連の携強の化強に化
（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に （既存）

関する事業（事業者指導や法執行等） （強化）

⑫関地す域る事社業会（に先お駆け的る事消業費）者問題解決カの強化に
（既存）

（強化）

⑬関地す域る事社業会（に先お進け性る・消モ費デ者ル問性題の解高決い事力の業強）化に
（既存）

（強化）

＠定受消託費者事安務全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存）

（強化）



3.消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

参加者数 人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年間研修総回数 人日 年間実地研修受入総日 人目

4.消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

対象人員数
追加的総業務量（総時間）｛動輯時問、日量等の鉱大）

人 人時間／年

対象人員数

（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

5.消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 8 千円

前年度の消費者行政予揮 2,128 千円

うち交付金等対象経費 2,124 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤峨手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 4 千円

今年度の消費者-ff政予草 2,128 千円

うち交付金等対象経費 2,124 千円

うち交付金等対車の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 4 千円 20年度差 ｜ 4 千円｜ 前年度差 ｜ ー千円｜



6.消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 人 今年度末予定 相談員総数 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

＠その他

8.地方消費者行政推進事業実施要領別添2第Z及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添2第21こ係る特例

前年度における首長表明の有無 ｜ 有

前年度における雇止めの有無 ｜ 無



市町村事業計画様式

呈孟 高知県 市町村名 四万十市 K 自治体コード 392103 ｜平成却年度｜

1今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位干円）

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費
2本8年予度算 27年度 基金 対象経費

補正予算 ｛交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テ只ト）

＠消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

＠消費生活相談員等レ的レ7ップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レヘVレ7ップ事業（研修参加支 国民生活センター、県等の主催する研修への参
247 247 県内旅費(18千円）、県外旅費（229千円・受講料吉む）

援） 加I交付金1

③消費生活相談体制整備事業

＠関す地峨る事社業会（における消費者問題解決力の強化に
関 消費者の安心・安全を確保するため 消費者被害防止のための啓発【交付金1 500 500 啓発用品購入（5叩千円）
の取組）

⑩関地す域る事社業会（に地お域けのる多消様費な者主問体題等解と決E力の強化に
闘 の逮携の強化
を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
／／  ／／  関する事業（先駆的事業）

⑪関地す域る事社業会における消費者問題解決カの強化に
（先進性・モデル性の高い事業）

⑪定受消託費者事安務全法第46条第2項目規定に基づく法

合計 747 500 247 



2 推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 （既存）

設・拡充） （強化）

②活用消）費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

（強化）

（既存）
③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

（強化）

＠消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）

委員会） （強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等レヘコレアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦援）消費生活相談員等レヘコレアップ事業（研修参加支 （既存） なし

（強化） 県主催の研修lこ2園、国民生活センター主催の研修に4回参加するよう旅費を支援する。

③消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問安題全解を確決保力の強化に （既存） なし
関する事業（消費者の安心・ するため
の取組） （強化） 地域の実情に合わせた啓発用品を作成し、高齢者の集まりゃ啓発イベントなどで配布する。

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に （既存）
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業） （強化）

⑪関す地域る事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）力の強化に
（既存）

（強化）

⑫関す地域る事社業会（に先お駆け的る事消業費）者問題解決力の強化に
（既存）

（強化）

⑬関地す域る事社業会（に先お進け性る・消モ費デ者ル問性題の解高決いカ事業の強）化に
（既存）

（強化）

⑪定受消費託者事安務全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存）

（強化）



3 消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

参加者数 人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

4.消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

対象人回数員等数の
（勤昔時間、 拡大）

追加的総業務量（総時間）

人 人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

5 消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 61 千円

前年度の消費者行政予算 766 千円

うち交付金等対象経費 745 千円

うち交付金等対車の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤蟻手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 21 千円

今年度の消費者行政予算 765.千円

うち刻寸金等対象経費 747 千円
． 

うち交付金等対象の賃料．人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 18 千円 2岬度差 ｜ 43 千円｜ 前年度差 ｜ -3 千円｜



6.消費生活相談員のE置について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 一人 今年度末予定 相談員総数 ー人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

＠その他

8.地方消費者行政推進事業実施要領別添2第2及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添2第2に係る特例

前年度におする首長表明の有無 ｜ 無

前年度における雇止めの有無 ｜ 無

下〉



市町村事業計画様式

0.基本デ一事

亡霊童 高知県 ][ 市町村名 香美市 ][ 自治体コード 039212 ｜平成 28 年度｜

1.今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位．千円）

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 28年度
補2正7年予度算 基金 対象経費

本予算 （交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
執務に必要な関係書籍の購入 13 13 図書購入費(13千円］

設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

＠消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

＠消費生活相談員等レヘコレ・717・事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レヘコレアップ事業（研修参加支
国民生活センター等主催の研修参加 239 239 

旅用料費（219千円）、高速道路使用料（15千円）、駐車場使
援） (5千円）

③消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員の配置 2.031 1,015 
報酬（857千円）、社会保険料（138千円）、費用弁償旅
費（20千円）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
啓発用品印刷製本費（1.250千円）

関する事業（消費者の安心・安全を確保するため 消費者被害を未然に防ぐための啓発 1,640 1,640 啓発用品送付に係る通信運搬費（390千円）
の取持品）

⑩関す地域る事社業会（に地お域けのる多消様費な者主問体題等解と決のカ連の携強の化強に化

を図るための事業）

⑪関地する域事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）力の強化に

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に ／／  関する事業（先駆的事業）

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデノレ性の高い事業）

＠定受消託費者事安務全法第46条第2項の規定に基づく法

合計 3,923 1,640 1,267 



2.推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 （既存） なし

設・拡充） （強化） 相談体制の強化のため、専門的書籍を購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

活用） （強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

＠消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）
委員会） （強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等レヘVレアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦援）消費生活相談員等レ叫レアフプ事業（研修参加支 （既存） 行政担当職員が県内の研修会のみに参加

（強化） 相談員、行政担当職員の国民生活センター等主催研修への参加

③消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 専任の相談員を1名配置し、複雑化・高度化する相談業務に対応

⑨関地する域事社業会（における消費者問安題全解を確決保カすの強化に
消費者の安心・ るため

（既存） 市の広報やホームベージなどで啓発や注意喚起を行っていた

の取組） （強化） 従来の啓発や注意喚起のほか、啓発用カレンダー等を作成し、活用していただくことで十分な啓発と注意喚起を行う

⑩を関図す地る域るた事社め業会の（に地事お域業けの）る多消様費な者主問体題等解と決のカ連の携強の化強に化
（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に （既存）

関する事業（事業者指導や法執行等） （強化）

⑫関地す峨る事社業会（に先お駆け的る事消業費）者問題解決カの強化に
（既存）

（強化）

⑬地域社会における消モ費デ者ル問性題の解高決い事力業の強化に （既存）
関する事業（先進性・ ） （強化）

＠定受消費託者事安務全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存）

（強化）



3.消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

参加者数 人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年間研修総日数 人目 年間実地研修萱入総日数 人日

4.消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

（動車時対問象、人日韓員等数の拡大） 追加的総業務量（総時間）
j 

l人 1,428人時間／年

（報対象酬人引員上数げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

1人 2,031千円

5.消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 512 千円

前年度の消費者行政予算 4,251 千円

うち交付金等対象経費 3,258 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 993 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 993 千円

今年度の消費者行政予算 3,923 千円

うち交付金等対象経費 2,907 千円

うち交付金等対量の賃料、人件費等 1,015 千円

うち交付金等対量の定数内職員の時間外勤締手当 千円 ． 
うち先駆的事業 千円

うち交付金等対車外経費 1,016 千円 初年度差 ｜ 刷千円｜ 前年度差｜ 23 千円｜



6.消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 1 人 今年度末予定 相談員総数 1 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 1 人 今年度末予定 相談員数 1 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 。国セン主催の県外研修に参加する予算を計上し、参加を推奨している
③就労環境の向上

＠その他

8.地方消費者行政推進事業実施要領別添2第2及ぴ地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添Z第2に係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無



市町村事業計画様式

0.基本デ－11

~ 高知県 市町村名 安田町 ］ 自治体コード 393045 ｜平成 28 年度｜

1.今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 28年度
補2正7年予度算 基金 対象経費

本予算 ［交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費会）生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等レイルアップ事業（研修開催）

⑦援消）費生活相談員等レヘ》7ッ7・事業（研修参加支

③消費生活相談体制整備事業

＠地域社会に消お費け者るの消安費心者・問安題全解を確決保力すの強化に 消費者トラプノレに対する注意喚起や相談窓口の
関する事業（ るため 周連絡知を先図をる印［刷交し付た金封1筒を窓口に設置し、住民への 35 34 啓発H物資作成費 34.560円
の取組）

⑮関地す域る事社業会（に地お減けのる多消様費な者主問体題等解と決のカ連の携強の化強に化

を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決カの強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑫関す地域る事社業会（に先お駆け的る事消業費）者問題解決カの強化に ／／  ／／  

⑬関す地域る事社業会（に先お進け性る・消モ費デ者ノレ問性題の解高決いカ事業の強）化に

⑮定受消費託者事安務全法第46条第2項の規定に基づく法

合計 35 34 



2.推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 （既存）

設・拡充） （強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

活用） （強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④委員消会費生）活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等レヘ．ルアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レヘ．ルアップ事業（研修参加支 （既存）

援） （強化）

③消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地峨社会における消費者問題解決力の強化に （既存） なし
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組） （強化） 今年度は、消費者トラブノレに対する注意喚起や相談窓口の連絡先を印刷した封筒を作成し、窓口に設置することで住民への周知を図る。

⑬を関図地するる域た事社め業会の（に地事お域業けの）る多消様費な者主問体題等解と決の力連の携強の化強に化
（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決カの強化に （既存）

関する事業（事業者指導や法執行等） （強化）

⑫関地す域る事社業会（に先お圏ける消費者問題解決カの強化に
（既存）

駆的事業） （強化）

⑬関す地域る事社業会（に先お進け性る・消モ費デ者ル問性題の解高決い事カの業強）化に
（既存）

（強化）

＠消費者安全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存）

定受託事務 （強化）



3.消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

． 
参加者数 人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

4.消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

（勤務時対間象、人日数員等数の拡大） 追加的総業務量（総時間）

人 人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

5.消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予揮 85 千円

うち交付金等対車経費 85 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 一千円

今年度の消費者行政予算 35 千円

うち交付金等対輩経費 34 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対量の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 1千円 2昨度差｜ 1 千円｜ 前年度差 ｜ 1千円l



6.消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 ー人 今年度末予定 相談員総数 一人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

＠その他

8 地方消費者行政推進事業実施要領別添2第Z及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添2第21こ係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

＼ー



：〉

市町村事業計画様式

置量 高知県 市町村名 芸西村 自治体コード 393070 ｜平成 28 年度｜

1.今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位干円）

交付金等対象経費
事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

2本8年予度算 補27正年予度算 基金 対象経費
｛交付金担当分｝

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑤消費生活相談員等レヘ．ル7ップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レヘ》アッア事業（研修参加支 県内で開催される研修への担当職員の参加支援
17 16 旅費(17千円）

援） ［交付金］

⑧消費生活相談体制整備事業

⑨地域社会における消費者問安題全解を確決保力の強化に 住民（特に高齢者）の消費者被害防止のための啓
関する事業（消費者の安心・ するため

発［交付金1 82 80 啓発バンフレフト等作成（68千円）、色上質紙（14千円）
の取組）

⑩関地す域る事社業会（に地お域けのる多消様費な者主問体題等解と決のカ連の携強の化強に化

を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決カの強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
／／  ／／  関する事業（先駆的事業）

⑮関地する域事社業会（に先お進け性る・消モ費デ者ノレ問性題の解高決力の強化に
い事業）

⑪消費者安全法第46条第2項の規定に基づく法
定受託事務

合計 99 80 16 



2.推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細
ノ

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 （既存）

設・拡充） （強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

活用） （強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）

委員会） （強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

＠消費生活相談員等レヘVレアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦援）消費生活相談員等レヘ》7,7・事業（研修参加支 （既存） なし

（強化） 県開催の研修に参加するよう旅費を支援（8四分）

③消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨関地する域事社業会（に消お費け者るの消安費心者・問安題全解を決力の強化に （既存） なし
全を確保するため

の取湘） （強化） 住民（特に高齢者）の消費者被害を防止するために啓発講座の開催を継続し、一般住民に対しても、より啓発を強化する。

⑩関地す域る事社業会（に地お域けのる多消様費な者主問体題等解と決の力連の携強の化強に化 （既存）

を図るための事業） （強化）

⑪関地す域る事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）カの強化に
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決カの強化に （既存）

関する事業（先駆的事業） （強化）

⑬関地す域る事社業会（に先お進け性る・消モ費デ者ル問性題の解高決い事力の業強）化に
（既存）

（強化）

⑪消費者安全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存）

定受託事務 （強化）



3.消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

参加者数 人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年同研修総日数 人目 年間実地研修受入総日 人目

4.消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

（動昔時対間象、人日数員等数の拡大｝ 追加的総業務量（総時間）

人 人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

5.消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 158 千円

うち交付金等対象経費 154 千円

うち交付金等対象由貿料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤暁手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対量外経費 4 千円

今年度の消費者行政予算 99 千円

うち交付金等対象経費 96 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 3 千円 20年度差 ｜ 3 千円｜ 前年度差 ｜ l千円l



6.消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 一人 今年度末予定 相談員総数 一人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 棺談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の棺談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

＠その他

8.地方消費者行政推進事業実施要領別添Z第2及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添2第2に係る特例

前年度における首長表明の有無 ｜ 有

前年度における雇止めの有無 ｜ 無



市町村事業計画様式

連量 高知県 市町村名 本山町 自治体コード 039341 ｜平成 28 年度｜

1.今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） ｛単位千円）

交付金等対象経費
事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 28年度

補27正年予度算 基金 対象経費

本予算 （主付金相当分｝

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整浦・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整瀦・強化事業（苦情処理
委員会）

消費生活相談への対応能力強化のため、消費生
⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） 活相談担当職員が研修に参加するための支援を 100 100 旅費 100千円

実施。I交付金］

⑥消費生活相談員等レバルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レヘ》アップ事業（研修参加支
援）

③消費生活相談体制整備事業

＠地域社会における消費者問題解決カの強化に
消費者被害防止のため啓発パンフレット等を町内

関する事業（消費者目安心・安全を確保するため
全戸に配布する。I交付金1 260 260 印刷製本費 260千円

の取組）

⑮地域社会における消費者問題ド等解と決のカ連の携強の化強に化
関する事業（地域の多様な主体等
を図るための事業）

⑪関地する域事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）力の強化に

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
／／  ／／  関する事業（先駆的事業）

⑬地域社会における消モ費デ者ノレ問性題の解高決い事力業の強）化に
関する事業（先進性・

＠消費者安全法第46条第2項の規定に基づく法
定受託事務

合計 360 260 100 



2.推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 （既存）

設・拡充） （強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

活用） （強化）

（既存）
③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）

委員会） （強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存） なし

（強化） 消費者行政担当職員の消費生活相談への対応能力を向上させ、正確で円滑な対応を目指す。

～ （既存）
⑥消費生活相談員等レヘコレアップ事業（研修開催）

（強化）

⑦消費生活相談員等レヘリレアップ事業（研修参加支 （既存）

援） （強化）

③消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決カの強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため

（既存） なし

の取組） （強化） 消費者啓発パンフレットを作成・配布し、住民一人一人の消費者意識を高めることで、被害を未然に防ぐまちづくりに取組む。

⑮地域社会における消費者問題解決カの強化に （既存）
を関図するるた事め業の（地事域業の）多様な主体等との連携の強化

（強化）

⑪関地す域る事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）力の強化に
（既存）

（強化）

⑫関地す域る事社業会（に先お駆け的る事消業費）者問題解決力の強化に
（既存）

（強化）

⑬地域社会における消モ費デ者ノレ問性題の解高決い事力業の強）化に
（既存）

関する事業（先進性・ （強化）

⑭定受消費託者事安務全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存） ． 
（強化）



3.消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

参加者数 人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

4.消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

対象人員数 追加的総業務量（総時間）
（鋤曹時問、回数等の拡大）

人 人時間／年

対象人員数

（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

5.消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 260 千円

うち交付金等対象経費 260 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交対金等対量の定数内職員の時「ill~勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対量外経費 ー千円

今年度の消費者行政予算 360 千円

うち交付金等対量経費 360 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 一千円 2昨度差 ｜ ー千円｜ 前年度差 ｜ 千円｜



6消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 一人 今年度末予定 相談員総数 1 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 l 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

＠その他

B地方消費者行政推進事業実施要領別添2第Z及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添Z第2（こ係る特例

有

無



市町村事業計画様式

0.基本デ－11

~ 高知県 市町村名 大豊町 li 自治体コード 393444 ｜平成 28 年度｜

1.今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等）
ヘー.／

（単位：千円）

交付金等対象経費
事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 28年度 27年度 基金 対象経費

本予算 補正予算 ｛交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

＠消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援） ~ 

． 
⑥消費生活相談員等レヘコレ・Y,7＂事業（研修開催）

⑦援）消費生活相談員等レヘリレアップ事業（研修参加支

③消費生活相談体制整備事業

⑨関地す域る事社業会（に消お費け者るの消安費心者・問安題全解を確決保カすの強るた化めに
消費者被害防止のパンフレットを作成し、区長を
通じ全戸配付。また小・中学生向けのパンフレット 459 459 

の取組） を全児童・生徒に配付。

⑮関地する域事社業会（に地お域けのる多消様費な者主問体題等解と決の力連の携強の化強に化

を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑫関地す域る事社業会（に先お駆け的る事消業費）者問題解決力の強化に ／／  ／／  

⑬地域社会における消モ費デ者ノレ問性題の解高決い事力業の強）化に
関する事業（先進性・

⑭消費者安全法第46条第2項の規定に基づく法
定受託事務

合計 459 459 



2.推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 （既存）

設・拡充） （強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

活用） （強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

＠消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）

委員会） （強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等レヘコレ7ップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レヘ•，；7ップ事業（研修参加支 （既存）
援） （強化）

③消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨関地す域る事社業会（に消お費け者るの消安費心者・問安題全解を確決保カすの強るた化めに （既存） なし

の取組） （強化） 消費者被害防止のパンフレットを作成し、区長を通じ全戸配付及び小・中学生向けパンフレット作成、配付

⑩地域社会における消費読な者主問体題等解と決の力遵の強化に
関する事業（地域の多様 等 連携の強化

（既存）

を図るための事業） （強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に （既存）

関する事業（事業者指導や法執行等） （強化）

⑫地域社会における消費者問題解決カの強化に （既存）

関する事業（先駆的事業） （強化）

⑬関地する域事社業会（に先お進け住る7消モ費デ者ル問性題の解高決力の強化に
（既存）

い事業） （強化）

⑭消費者安全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存）
定受託事務 （強化）



3.消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

参加者数 人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年間研修総日数 人目 年間実地研修受入総日 人日

4.消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

対象人員数 追加的総業務量（総時間）
（勤務時間、日数等の拡大）

人 人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

5 消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 430 千円

うち交付金等対象経費 430 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤暁手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 千円

今年度の消費者行政予算 459 千円

うち交付金等対象経費 459 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交f寸金等対象外経費 千円 20年度差 ｜ 千円｜ 前年度差 ｜ 一千円l



6.消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 ー人 今年度末予定 相談員総数 ー人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

＠その他

8.地方消費者行政推進事業実施要領別添2第2及ぴ地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添2第21；：係る特例

前年度における首長表明の有無 有

前年度における雇止めの有無 無

／’、 ＼ 



市町村事業計画様式

0.基本デ一書

~ 高知県 市町村名 土佐町 自治体コード 393631 ｜平成 28 年度｜

1.今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位干円）

交付金等対象経費
． 

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費
2本8年予算度 補27正年予度算 基金 対象経費

｛交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・堵
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整瀦・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整繍・強化事業（苦情処理
委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

＠消費生活相談員等レヘコレ7ップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レヘ．ルアップ事業（研修参加支 担当職員及び相談員が研修を受けることにより、 高知市6回(13千円）、大阪1回×2人（88千円）
援） 消費生活相談対応能力をレベノレアップし相談体 255 255 東京1回×2人(154千円）

制の強化を図るI交付金1

③消費生活相談体制整備事業 土佐町及び本山町の両町にまたがり、広域的な消
120 120 

費生活相談員設置［交付金］

町内イベント及び窓口等で消費者被害未然防止
＠地域社会における消費者問題解決力の強化に のための標語入り啓発用グッズ等を配布する。標 啓発グッズ(JOO千円）
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため 語については、消費者教育強化を図るため、中学 237 237 標啓語発募防集止景チラ品シ代（(17千円）
の取組） ラ生シに・募ポ集スタし決ー定を作す成る。しま配た布、啓発防f交止付の金ためのチ 120千円）

を行うI I 

⑩関地す域る事社業会（に地お域けのる多消様費な者主問体題等解と決の力連の携強の化！に
強化

を図るための事業）

⑪地域社会における消費者問題解決カの強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
／／  ／／  関する事業（先駆的事業）

⑬地域社会における消モ費デ者ノレ問性題の解高決い事力業の強）化に
関する事業（先進性・

＠定受消費託者事安務全法第46条第2項の規定に基づく法

合計 612 237 375 



2.推進事業及び活性化事業｛交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 （既存）

設・拡充） （強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

活用） （強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

＠消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）

委員会） （強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等レヘ.，，7ップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦援）消費生活相談員等レヘリレ7ップ事業（研修参加支 （既存） なし

（強化） 担当職員及び相談員が研修を受けることにより、消費生活相談対応能力をレベルアップし相談体制の強化を図る

＠消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 土佐町及び本山町の両町にまたがり、広域的な消費生活相談に関わる相談員の設置

＠地域社会における消費者問安題全解を確決保カすの強るた化めに （既存） なし
関する事業（消費者の安心・

古町事内イ幹ベ覇ン防ト及止びの窓ため口の等チでラ消シ費・者ポス被タ害ー未砂然作防成止lのためのp標．語入り啓発用グッズ等を配布する．標語については、消費者教育強化を図るため、中学生に募集し決定する。の取組） （強化）

⑮を関図す地る域るた事社め業会の（に地事お域業けの）る多消様費な者主問体題等解と決のカ連の携強の化強に化
（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に （既存）

関する事業（事業者指導や法執行等） （強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に （既存）

関する事業（先駆的事業） （強化）

⑬関地す域る事社業会（に先お進け性る・消モ費デ者ノレ問性題の解高決い事カ業の強）化に
（既存）

（強化）

⑬定受消託費者事務安全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存）
。

（強化）



3 消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

参加者数 人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年同研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

4.消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

動崎時対間象、人員数
（ 日数等の拡大） 追加的総業務量（総時間）

l人 48人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

1人

対象人員数計 追加的総費用

1人 120千円

5.消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 60 千円

前年度の消費者行政予算 162 千円

うち交付金等対象経費 102 千円

うち交付金等対象由貿料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 60 千円

今年度の消費者行政予算 612 千円

うち交付金等対象経費 612 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 120 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 一千円 20年度差 ｜ -60 千円｜ 前年度差 ｜ ーω 千円｜



6.消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 I 人 今年度末予定 相j挟員総数 I 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 I 人 今年度末予定 相談員数 I 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援 。消費生活相談員の対応能力強化のため、研修参加の支援の継続を図る
③就労環境の向上

④その他

B地方消費者行政推進事業実施要領別添2第Z及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添2第21こ係る特例

前年度における首長表明の有無 ｜ 有

前年度における雇止めの有無 ｜ 無



市町村事業計画様式

0 基本ヂ－；

~ 高知県 市町村名 中土佐町 自治体コード 394017 ｜平成 28 年度｜

1.今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位・千円）

交付金等対象経費
事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 28年度

補2正7年予度算 基金 対象経費

本予算 ［交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

＠消費会生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員 ） 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等レヘ》Tフプ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レイルアップ事業（研修参加支
援）

③消費生活相談体制整備事業

＠地域社会における消費者問安題全解を確決保力すの強るた化めに 迷惑電話等の着信を未然に防ぐ事業。初年度は
関する事業（消費者の安心・ サンプノレとしての事業データの作f用成負を担含にむよ。っ 1,000 1,000 委託費
の取組） 次年度以降は、利用者による費用担 て運

⑮関地す域る事社業会（に地お域けのる多消様費な者主問体題等解と決の力連の携強の化強に化

を図るための事業）

⑪関す地る域事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）力の強化に

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑬地域社会における消モ費デ者ル問性題の解高決い事力業の強）化に
関する事業（先進性・

⑬定受消費託者事安務全法第46条第2項の規定に基づく法

合計 1,000 1,000 



2.推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 （既存）

設・拡充） （強化）

②活用消）費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

＠消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）

委員会） （強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等レヘ・，；77プ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レヘコレアップ事業（研修参加支 （既存）
援） （強化）

③消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨の関取地す域組る事）社業会（に消お費け者るの消安費心者・問題解決力の強化に （既存） なし安全を確保するため
（強化） 迷惑電話等の着信を未然に防ぐことで、消費者被害を未然に防ぐ。

⑩関地す域る事社業会（に地お域けのる多消様費な者主問体題等解と決の力連の携強の化強に化 （既存）

を図るための事業） （強化）

⑪関地す域る事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）力の強化に
（既存）

（強化）

⑫関地する域事社業会（に先お駆け的る事消業費）者問題解決力の強化に
（既存）

（強化）

⑬地域社会における消モ費デ者ノレ問性題の解高決い事力業の強）化に
（既存）

闘すてる事業（先進性・ （強化）

⑬定受消費託者事安務全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存）

（強化）



3消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

参加者数 人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人目

4 消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

｛鋤茸時対間象、人日数員等数の拡大） 追加的総業務量（総時間）

人 人時間／年

対象人員数
（報酬引上げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

5.消費者行政予算について

平成20牢度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 千円

うち交付金等対象経費 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対車外経費 ー千円

今年度の消費者行政予算 1,000 千円

うち交付金等対象経費 ・1,000 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,000 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 一千円 2昨度差｜ ー千円｜ 前年度差 ！ 千円｜



6.消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 ー人 今年度末予定 相談員総数 一人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援
, 

③就労環境の向上

④その他

8.地方消費者行政推進事業実施要領別添2第2及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添2第21こ係る特例

前年度における首長表明の有無 ｜ 無

前年度における雇止めの有無 ｜ 無



市町村事業計画様式

0.基本デ一事

亡霊E 高知県 市町村名 黒潮町 自治体コード 039428 ｜平成 28 年度｜

1 今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位千円）

交付金等対象経費
事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費

2本8年予度算 補2正7年予度算 基金 対象経費

（吏付金相当分）

①消費生活相談機能藍備・強化事業（新設・増
設・拡充）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

＠消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等レヘ．ルアップ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レヘ.，，7ップ事業（研修参加支 高知県等が開催する研修への参加を支援。I交付
156 156 旅費(156千円）

援） 金】

＠消費生活相談体制整繍事業

⑨地域社会における消費者問題全解を確決保カすの強るた化めに 消費者被害防止のため啓発資料等の配布を行 資料購入費（くらしの豆知識62,640円、啓発用パンフ
関する事業（消費者の安心・安

う。［交付金］
895 895 レット2冊831,600円）

の取組）

⑮地域社会における消費者問題解決カの強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化 弁護士無料相談会の実施（年4回）。I交付金1 69 69 弁護士費用（謝金64千円、交通費5千円）
を図るための事業）

⑪関地す域る事社業会（に著おける消費者問題解決力の強化に
事業者指導や法執行等）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
／／  ／／  関する事業（先駆的事業）

⑬関地す域る事社業会（における消費者問題解決カの強化に
先進性・モデノレ性の高い事業）

⑭消費者安全法第46条第2項の規定に基づく法
定受託事務

合計 1,120 964 156 



2.推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 （既存）

設・拡充） （強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

活用） （強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

＠消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）

委員会） （強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等レヘコレ7ップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等レヘ》アップ事業（研修参加支
（既存） 消費者行政担当者のレベノレアップのために、高知県等が開催する研修への参加を支援する。

援） （強化） 継続して高知県等が開催する研修に参加することで、消費者行政担当者の更なるレベルアップが図られ、消費生活相談窓口として迅速かっ適切な対応
が可能となる。

③消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）
. 

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に （既存） 消費者被害未然防止のため、啓発資料を配布する。
の関取す組る事）業（消費者の安心・安全を確保するため

（強化） 継続的に啓発資料を配布することで、町民の悪徳商法等に対する意識の向上がより一層図られ、消費者被害の未然防止につながる。

⑮関地す域る事社業会（に地お域けのる多消様費な者主問体題等解と決のカ連の携強の化強に化
（既存） 庁舎内の各機関と連携し、弁護士に直接相談できる機会を作る。

（強化） 継続して弁護士に直接相具談体でき的るな機情会報を提作供るがこ可とに能よとりな、る町。民にとって弁護士に相談できる場が身近にあるという意識の定着につながり、より複雑な相談を図るための事業） 事案に対して問題解決の

⑪地域社会における消費車や者法問執題行解等決）力の強化に （既存）
関する事業（事業者指導や （強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に （既存）

関する事業（先駆的事業） （強化）

⑬関地す域る事社業会（に先お進け性る・消モ費デ者ル問性題の解高決い事力業の強）化に
（既蒋）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存）
定受託事務 （強化）



3.消費生活相談員養成事業の参加・受入要望｛該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

参加者数 人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年間研修総日数 人目 年間実地研修受入総日 人日

4.消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

（動車時対間象、人日数員等数の拡大｝ 追加的総業務量（総時間）

人 人時間／年

（対報象酬人引員上数げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

人 千円

5.消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 54 千円

前年度の消費者行政予算 1.606 千円

うち交付金等対象経費 1.120 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 486 千円

今年度の消費者行政予揮 1,613 千円

うち交付金等対象経費 1,120 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 493 千円 岬度差｜ 439 千円｜ 前年度差 ｜ 7千円｜



6.消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 人 今年度末予定 相談員総数 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上

＠その他

8.地方消費者行政推進事業実施要領'11］添2第2及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領'11］添Z第21こ係る特例

前年度における首長表明白有無 ｜ 有

前年度における雇止めの有無 ｜ 無



市町村事業計画様式

0.基本デ－11

~ 高知県 市町村名 幡多広根市町村園事務組合［ 自治体コード 398446 ｜平成 28 年度｜

1.今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位．千円）

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要 事業経費 28年度
補27正年予度算 基金 対象経費

本予算 ｛交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 執の購務参入考によ資り料相の絞購員入の等出に前よ講る座相酷窓口の充啓実発や活啓動発やグ周ッ知ズ活等 書籍・追録代［50千円］、啓発用グッズ作成［697千円］に活用し、啓発 話 747 747 設・拡充） 動の克実を図る。I吏付金I

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

＠消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑥消費生活相談員等レイル・777°事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レイル7ッ7＇事業（研修参加支 県外研修4回、県内研修15回の研修会に参加す
544 544 研修旅費［531千円］、受講料［13千円］

援） る旅費を支援する。［交付金I

③消費生活相談体制整備事業
相幡談多員広域3名関体係制市の町な村かにで対相す談る業出務前の講充座実もを積図極り的、

5,970 2,985 
報酬［2,419.5千円］、共済費［427.5千円］、通勤手当

に実施する。［交付金1
[124.5千円］、検診手数料［！3.5千円］

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に 消費生活者が日々の啓発及び被害の未然防止の
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため ために、常に固に付く啓発カレンダーを作成し、構 467 467 地域住民啓発用消耗品費［467千円］
の取組） 成市町村等に配布する。［交付金］

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑪関地す域る事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）力の強化に

⑫地域社会における消費者問題解決カの強化に
／／  ／／  関する事業（先駆的事業）

⑬地域社会における消モ費デ者ノレ問性題の解高決い事力業の強）化に
関する事業（先進性・

＠消費者安全法第46条第2項の規定に基づく法
定受託事務

合計 7,728 467 4,276 



2.推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増 （既存） なし

設・拡充） （強化） 執務参考資料の購入等による相談窓口の充実や啓発グッズ等の購入により相談員の出前講座に活用し、啓発活動や周知活動の充実を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の （既存）

活用） （強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理 （既存）

委員会） （強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等レヘコレアップ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦援）消費生活相談員等レヘコレアップ事業（研修参加支 （既存） なし

（強化） 県外研修4回、県内研修15回の研修会に参加する旅費を支援する。

③消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化） 相談員3名体制のなかで相談業務の充実を図り、幡多広域関係市町村に対する出前講座も積極的に実施する。

＠地域社会における消費者問安題全解を確決保カすのる強た化めに
関する事業（消費者の安心・

（既存） なし

の取組） （強化） 消費生活者が日々の啓発及び被害の未然防止のために、常に目に付く啓発カレンダーを作成し、構成市町村等に配布する。

⑩関地す域る事社業会（に地お域けのる多消様費な者主問体題等解と決の力連の携強の化強に化 （既存）

を図るための事業） （強化）

⑪関地する域事社業会（に事お業け者る指消導費や者法問執題行解等決）力の強化に
（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に （既存）

関する事業（先駆的事業） （強化）

⑬関地す域る事社業会（に先お進け性る・消モ費デ者ノレ問性題の解高決い事力業の強）化に
（既存）

（強化）

⑬消費者安全法第46条第2項の規定に基づく法 （既存）

定受託事務 （強化）



3.消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

実施形態 自治体参加型 法人募集型

参加者数 人 実地研修受入人数 人

研修参加・受入要望

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

4.消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

（鋤苦時対間象、人日数員等数の拡大） 追加的総業務量（総時間）

3人 4,524人時間／年

（対報象酬人引員上数げ）

人

対象人員数計 追加的総費用

3人 5,970千円

5.消費者行政予算について

平成20年度の消費者行政予算 千円

前年度の消費者行政予算 8,272 千円

うち交付金等対象経費 4,699 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2.941 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 3,573 千円

今年度の消費者行政予算 8,391 千円

うち交付金等対象経費 4,743 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,985 千円

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当 千円

うち先駆的事業 千円

うち交付金等対象外経費 3,648 千円 20年度差 ｜ 抑 8 千円｜ 前年度差 ｜ 75 千円｜



＼、

6.消費生活相談員の配置について

消費生活相談員の配置 前年度末 相談員総数 3 人 今年度末予定 相談員総数 3 人

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

うち定数外の相談員 前年度末 相談員数 3 人 今年度末予定 相談員数 3 人

うち委託等の相談員 前年度末 相談員数 人 今年度末予定 相談員数 人

7.消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

処遇改善の取組 具体的内容

①報酬の向上

②研修参加支援

③就労環境の向上
、、

＠その他

8.地方消費者行政推進事業実施要領別添2第2及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添2第21こ係る特例

前年度における首長表明の有無 ｜ 有

前年度における雇止めの有無 ｜ 無


